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※このレポートは、税法上の条文などを簡易に解釈し書いています。従って、読者の行動ま

でも責任をもつものではありません。何か対策等のアクションをおこす際は、必ず、専門家

（税理士・公認会計士等）にご相談の上で、実行していただきますようお願いいたします。

 過去に相続を経験し、次回の相続もつつがなく終りたいと思われている方

 先祖代々の財産を守りたいと思われる方 

 相続争いをしたくない方 

 貸家経営をされている方 

 自営業をされている方で、自分の会社の株式について対策を行いたい方 

 不動産管理会社を持たれている方 

 相続を経験したことがない方 

このレポートを読んでいただきたい方 

リスクが大きいオーナーの認知症！！

あなたは大丈夫ですか？

音信不通の家族 相続財産の最低取り分ってあるの？

自宅を売却する際の特例～自宅を空き家にしないために～
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◆「相続アドバイザーのつぶやき通心」
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リリススククがが大大ききいいオオーーナナーーのの認認知知症症！！！！

ああななたたはは大大丈丈夫夫でですすかか？？

Writer 公認会計士 上坂 朋宏

私どもは、多くの不動産関係の法人にも関与させていただいています。今回は、法人の

経営者（以下、オーナーと呼びます）として、認知症になった場合のリスクを書きます。 

まず、中小企業（今回は主に不動産管理会社）は社長しか知らないことが思いのほかた

くさんあります。 

銀行の通帳は机の上にあったとしても、実印を保管している場所がわからないというこ

とはよくあります。そして、金庫がダイヤル式になっていた場合、その番号をオーナー

以外知らないということもよくあります。 

そういう状態でオーナーが認知症になると、あらゆる仕事がストップします。症状が軽

度であったとしても、油断できないのです。 

私どものお客様で、オーナーとしてとても優秀な方でしたが、認知症の症状があらわれ

てきて、後継者の方が、大変な思いをされたというお客様がいらっしゃいます。 

私も時々、そのオーナーと面談していたのですが、私との面談では、非常に明快に、い

ろいろなことを通常どおりお話されていたので、気づかずにいました。ただ、「同じこ

とを聞くようになったな～。」と思ってはいましたが、年齢がいけば普通のことですし、

気にとめていませんでした。 

そんな時、ご子息からご相談がありました。 

「家では、つい 1時間前に話したことを何度も聞くようになっています。病院に行くと、

認知症の症状だということを言われました。まだ症状は軽いのですが、何かしらするこ

とはありませんか？」というご相談でした。 

私どもは、 

① 遺言を書く 

② 家族信託を使う 

③ 即、経営に関することの引継ぎを行う 

の 3つをメリット・デメリットとともに提案させていただきました。 

結果、③になり、3か月程度で、順次引継ぎを行いました。今は、先代も現社長も安心

して経営を続けておられます。 

■会社が機能不全になるとは？ 

オーナーが認知症になると、以下のような、会社経営にとって重要なことができなくな

ります。 
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① 株主総会決議ができなくなる 

② 金融機関での手続きができなくなる 

③ 融資の申し込みもできなくなる 

④ お客様との契約ができなくなる。更新もできなくなる 

⑤ 風評被害 

上記の 1 つでもできなくなると、会社経営は立ち行かなくなります。やはり、60 歳を

超えたぐらいから、上記のことは意識しておくことが必要ではないでしょうか。 

■相続関係も！ 

また、認知症になると、以下にあげるような相続関係のこともできなくなります。 

① 遺言を書けない。書き直せない 

② 贈与ができない 

③ 不動産の売却ができない 

④ 生命保険契約ができない 

⑤ 信託契約を締結できない 

などです。 

つまり、認知症になるといろいろなことが進まなくなるのです。 

何かしらご不安があれば、気軽にご相談ください。 

それから、認知症は、一気に重くなる病気ではないようです。認知症が重くなると、我々

専門家でも、何もできなくなります。なので、軽症の段階で、ご相談に来ていただける

とよいと思います。 
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音音信信不不通通のの家家族族 相相続続財財産産のの最最低低取取りり分分っっててああるるのの？？

Writer 相続アドバイザー／宅地建物取引士 宮司 幸仁

昨今の相続無料相談で聞かれるようになったのが、相続人の中に音信不通者がおられる、

というケースです。 

そこで相談者が心配になっているのが、そんな相続人が何かで相続のことを知り、財産

を欲しいと言ってくるのではないか、ということです。 

【事例】先日、母が亡くなり、母が所有していた財産を相続することになりました。 

父は既に他界しており、相続人は私と妹の 2人です。 

妹は 10 年前に母と仲が悪くなって以来、実家にも来なくなり音信不通で、その間、私

が母の面倒を看てきました。母は遺言を遺していて、そこには、私に「すべての財産を

相続させる」とありました。これを友人に相談したところ、遺留分の問題があると聞い

たのですが、それはどのようなものですか？ 

というご相談です。 

遺留分とは、遺言や生前贈与によっても侵すことができない相続人の最低限の取得分の

ことで、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、被相続人の意志によって奪うこと

のできない相続分が法律で認められています。 

相談者が遺言どおりに相続した場合には、妹さんは相談者に対して「遺留分侵害額の請

求」をすることができます。 

では、実際、妹さんが遺留分侵害額を請求してきたら、相談者はどれくらい払わないと

いけないのでしょうか。 

遺留分の割合は相続人毎に決まっており、よくあるパターンをご紹介します。 

遺留分は、相続人が直系尊属（親等）のみの場合は法定相続割合の 1/3 となり、それ以

外の場合は法定相続割合の 1/2 と定められていますので、 

相談者のように相続人が子 2人のみである場合は、相続財産全体の 1/4 ずつ。 

配偶者と子 1人である場合は、配偶者 1/4、子 1/4 となります。 

今回の事例であれば、母の相続財産が 4,000 万円であった場合、妹はその 1/4 の 1,000

万円の請求権があるということになります。 

この遺留分は、生前に母が相談者に贈与していた場合、その贈与額にも影響します。 

例えば、母が仲が悪い妹に相続財産を分けたくないとして、生前に相談者に贈与をした

としても、遺留分の算定の基礎となる財産には、その贈与額を含めなくてはいけません。

相続人に対する贈与は、原則として相続開始前 10 年間の贈与。相続人以外への贈与は

相続開始前 1年間の贈与が加算されます。 

２ 
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事例であれば、母が相続開始（亡くなる）2年前に 1,000 万円を相談者に贈与していた

とします。 

その場合の遺留分の算定は、（4,000 万円＋1,000 万円）×1/4＝1,250 万円となり、1,250

万円が妹の取り分になるのです。 

遺留分の支払は金銭による精算とされていますが、それができない場合は不動産又は有

価証券でもできます。 

ただし、被相続人が取得した時よりも、支払時の時価が高い場合には、その差額が譲渡

益となり、渡した方に譲渡所得税がかかるので注意が必要です。事例であれば、相談者

が妹に有価証券で遺留分を渡した場合には、譲渡益課税があるかもしれない、というこ

とです。 

相続人の中に音信不通者がいるケースは、めずらしいことでありません。 

遺言を書いたとしても、相続人として最低の取り分が決められているので、そういった

方がおられる場合には、なるべく早めに我々のような専門家にご相談して頂くことをお

薦めします。私たちは司法書士、弁護士とも提携していますので、お気軽にご相談くだ

さい。 

自自宅宅をを売売却却すするる際際のの特特例例

～～自自宅宅をを空空きき家家ににししなないいたためめにに～～

Writer 相続診断士 竹原 琴美

空き家の数は年を追うごとに全国で拡大しています。総務省の「住宅・土地統計調査」

（公表されている中で平成 30 年が最新です。5 年ごとなので、今年が調査の年に当た

ります）によると、平成 30 年の空き家数は 849 万戸となり同年までの 30 年間で 2倍超

に膨らんでおり、住宅総数に占める空き家の割合は、13.6％で約 7戸に 1戸が空き家と

なっているそうです。 

相続などを原因とする「空き家問題」は、もう他人事として片づけられない状況になっ

ています。空き家の中でも、賃貸や売却ができない住宅（築年数が 40 年以上、床面積

が 49 ㎡以下という手狭な住宅など）は何年も放置されたままという状況で、全国的に

深刻さが増しています。 

３ 
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自宅を売却できるときに、売却するということも一つの対策であると思います。 

高齢化が進む中、高齢になって自宅から施設に移る方も増えています。今回は、施設に

移った後に自宅を売却する場合や、相続のあと亡くなった人が住んでいた家を売却する

場合など、譲渡所得においてどのような特例があるのかを見ていきたいと思います。 

［不動産の譲渡所得税の計算］ 

譲渡所得 ＝ 土地や建物の売却代金 －（取得費＋譲渡費用）－ 特別控除額 

譲渡所得金額に税率をかけて税額を計算します。 

税率：長期譲渡（所有期間 5年超）の場合は、所得税 15％、住民税 5％ 

■住まなくなって 3年以内の譲渡（売却）は特例の適用あり 

所有している自宅を、住まなくなってから 3年を経過する年の 12 月 31 日までに譲渡し

たときには、譲渡所得の金額から 3,000 万円を控除できる特例があります。 

高齢になって施設に入ることにより、住む人がいなくなる場合はこの期間までに譲渡を

するとよいですね。 

■亡くなった後の自宅譲渡でも特例の適用あり 

一人住まいの高齢者が亡くなって、その人の自宅であった土地・建物を相続した相続人

が、これを譲渡した場合にも 3,000 万円まで税金がかからない「空き家の譲渡所得の特

例」があります。（令和 6年 1月 1日以後の譲渡から少し改正があります） 

※ただし、生前の譲渡に比べて厳しい要件はあります。 

被相続人が亡くなられた時点で一人暮らしであった場合に限られる。 

相続から譲渡まで引き続き空き家である。 

被相続人が老人ホームに入居していた場合はさらに要件がある。 

■生前に譲渡しておく方が有利？ 

生前に住まなくなってから 3 年以内に所有期間 10 年以上の自宅を譲渡すれば、3,000

万円の特別控除を受けた上で、所得税・住民税の税率について軽減税率の適用を受ける

ことができます。一方、空き家の譲渡所得の特別控除を受ける場合は軽減税率の適用は

ありません。 

自分の他に自宅に住む人がおらず将来売却する可能性が高い場合、施設に入居する際に、

生前に譲渡をした方が税務的に有利なこともあります。 

ただし、不動産の相続税評価額が低く、財産額を抑えられていた場合、売却することに

よって相続税対策にはならなかった、ということも考えられますので、ご留意ください。 
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『研修旅行に行ってきました！』

今月、上坂会計グループ全体での研修旅行で、奈良・和歌山・三重への 2泊 3日の旅に

行ってきました。今年の旅のテーマは「世界は日本化するとは？～日本人のＤＮＡを探

る旅～」ということで、その一部をお届けいたします！ 

奈良・・・薬師寺～法隆寺 

奈良の法隆寺は小学校の修学旅行以来だなぁという声も多 

かったですが、大人になって現地ガイドさんの説明を聴き 

ながら巡っていくと、建物や造形物に込められた意味や歴 

史などを深く知ることができ、それらを造ってきた人々の 

想いや信仰の深さを感じました。そしてそれらが今もなお 

残されていることで、私たちはそれを知ることができ、日 

本らしさや日本人のＤＮＡを感じる旅ができるんだと実感 

しました。 

和歌山・・・千畳敷～那智の滝～熊野那智大社～熊野速玉大社 

和歌山では千畳敷という景勝地を訪れ、風も心地よい快晴 

の青空の下で、目の前に広がる海や自然が造りだした大岩 

盤を目にして、朝一番からテンション高く写真を取り合っ 

ている皆の楽しそうな様子がとても微笑ましかったです。 

世界遺産の一つでもある熊野那智大社の参拝では、社殿ま 

での 467 段の階段を上るという試練が…。20 代から 60 代 

まで年齢層の広いメンバーですが、無事に全員が上り切り参拝できました。その後の熊

野速玉大社では偶然にも例大祭が行われており、到着したタイミングで神輿や白馬が出

発するという祭事も観ることができました。 

三重・・・伊勢神宮～ＶＩＳＯＮ（ヴィソン） 

三重では伊勢神宮をガイドさんに案内していただきながら参拝しました。またご祈祷に

全員で参列させていただき、普段なかなか見る機会のない舞の美しさや一つ一つの動き

に感動したという感想もありました。そして、ここでもちょうど神嘗祭が行われており、

奉納するお供え物を運ぶ奉幣の場面を観ることができました。2日連続で祭事に立ち会

うことができ、運が巡ってきていると嬉しくなりました。 

最後はＶＩＳＯＮという 2021 年にオープンした日本最大級 

の商業リゾート施設に行きました。東京ドーム約 24 個分と 

いう自然豊かな広大な敷地に多数の店やホテルがあり、「す 

べては、いのちを喜ばせるために」をテーマに一つの村であ 

るかのような施設や風景づくり、そしてさまざまなＤＸも取 

り入れられている注目の施設を興味深く散策していました。 

福井の企業も出店しているのでぜひ一度訪れてみてください。 

＊ 相続アドバイザーのつぶやき通心 ＊ 
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お問い合わせは、福井ほっとする相続相談室まで

０１２０－９３９－２４３

お客様の要望にお応えするために、

私達、上坂会計グループは、

総合事務所を目指しています。

弁護士の有資格者、相続関連提携先を募集しています。

私ども上坂会計グループは創業 1970 年

顧問先数 500 社を超える会計事務所を母体

にしたコンサルティング会社です。

税理士法人 上坂会計／株式会社 上坂経営センター／株式会社 ライフデザイン研究所

株式会社 ビジネス・アイ／社会保険労務士法人 上坂＆パートナーズ

UESAKA ASIA ADVANCEMENT MANEGEMENT AGENCY Co.,Ltd.（カンボジア）


